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川 崎 町 農 業 委 員 会 

 

５ 月 総 会 議 事 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

期  日  平成３０年５月１０日（木） 

 

場 所 川崎町役場２階入札室 

 

この公開議事録は個人情報に関すると思われる部分については●で消しています。 

 



  平成３０年５月１０日開催、川崎町農業委員会総会を川崎町役場２階入札室に招集

する。 

１、総会事務局開会宣言  午後 1３時 3０分 

 

２、出席委員(１２人)   

 

 

３、欠席委員(１人) 

９番 谷  照明 

 

 

農地利用最適化推進委員 

 

 

 

４、本会事務局  ・係長：林  勇   ・再任用職員 森元 清隆 

 

５、事務局長開会あいさつ 

 

議 事 日 程 

議事録署名委員の決定 

議事録署名委員の氏名  第１２番 横田委員  第１３番 山下委員 

 

  

   

議案第１号  農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画 

（利用権設定）の公示について  

 

議案第２号  特例事業（農地売買等事業）による農地の売買について（１件） 

 

報告第１号  農地法施工規則第１８条６項の規定による届け出について 

（合意解約１件） 

 

その他 

１番  𡈽田 大作 ２番  高山 富昭 ３番  田所 義信 

４番  中村  明 ５番  西山 一郎 ６番  政時  修 

７番  松江 英幸 ８番  大内田峰夫    

10 番  原  健治 11番  原口 友博 12 番  横田 裕子 

13 番  山下 理江       

木下 重光 松崎 正臣 

鍋藤 清孝 奥  俊英  



                     

事 務 局    定刻になりましたので、平成３０年５月の農業委員会総会を始め

たいと思います。本日は１３名中、１２名の出席であり、定足数

に達していますので、総会は成立しています。 

それでは、議事を行いたいと思います。議長は会議規則第４条の

規定により会長にお願いし議事進行したいと思います。 

         それでは、議長、お願いします。 

議   長    （挨拶） 

それでは、日程第 1 の議事録署名委員の決定について議題といた

します。 

議事録署名委員は１２番、●●委員、１３番、●●委員にお願いい

たします。それでは議案第１号農業経営基盤強化促進法に基づく農

用地利用集積計画（利用権設定）の公示について事務局説明をお願

いいたします。 

事 務 局   それでは、議案第１号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画（利用権設定）の公示について説明します。番号 1 賃借

人氏名、●●、住所●●番地、賃貸人氏名●●、住所●●、土地の

所在、●●番地、地目、●●、面積●●㎡、他●●筆で合計面積が

●●㎡、３年間の継続、小作料が全部で 300 ㎏です。６ページの

集計表ですが、新規３６件、継続１５件、借り手 23 人、貸し手

48 人、田１０８筆、畑３１筆、合計１３９筆、合計面積は●●㎡

となっております。 

議   長    ただ今の事務局説明について、質疑があれば挙手願います。 

         （なし） 

お諮りします。議案第１号について、原案のとおり賛成の方の挙手

をお願います。 

賛成多数ですので、議案第１号は原案のとおり承認とし、５月 

２０日より公告いたします。 

続きまして、第２号議案、特例事業（農地売買等事業）による 

農地の売買について事務局説明をお願いします。 

事 務 局   第２号議案、特例事業（農地売買等事業）による農地の売買につい

て説明します。譲渡人住所、●●番地、氏名●●、譲受人住所、●

●、土地の所在、●●、地目田、面積●●㎡、●●番地、地目、●

●、面積●●㎡、●●番地、地目、●●、面積●●㎡、●●、地目

田、面積●●㎡、合計●●㎡です。所有権の移転時期は売買により、

平成 30 年 5 月 25 日です。位置は川崎町立隣保館より北へ 200

ｍの所に位置します。８ページに位置図、9 ページに航空写真を付

けています。 



          現地は 5 月 10 日に●●委員と●●委員と確認をしています。事務

局からの説明は以上です。 

議   長   事務局の説明が終わりましたので、現地を確認しました、●●委員

補足説明をお願いいたします。 

          （●●委員） 

●● 委員   中間管理機構を通しての売買で農振農用地にも入っているので特

に問題はないと思います。 

議   長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

  ただ今の事務局説明及び補足説明について、質疑のある方は挙お願

います。 

（なし） 

それでは、お諮りします。議案第 2 号について、原案のとおり 

賛成の方の挙手を願います。賛成多数ですので、議案第 2 号は原

案のとおり承認とします。 

続きまして、報告第１号 利用権の合意解約について、事務局説明

願います。 

事 務 局   報告第１号、利用権の合意解約について、番号１、賃貸人住所、

●●番地、氏名、●●、賃借人住所、●●番地、氏名株式会社●●、

●●、土地の所在、●●番地、地目、●●、地籍、●●㎡の内●●

㎡、申請理由、太陽光発電用地に転用するため。合意成立日、平成

30 年 3 月 27 日です。11 ページに位置図、12 ページに航空写

真をつけています。場所は田原橋から右に入った徳重酒屋の所に位

置します。今、●●の人が太陽光をしている横に分筆して太陽光を

します。以上です。 

議   長   ただ今事務局の説明が終わりまた。質疑のある方挙手願います。 

（なし） 

議   長    無いようですので報告第１号を終わります。 

続きましてその他ありますか。 

●● 委員    ●●委員からも話がありましたけど、上田川運送の産廃の説明会

が 6 月１3 日にあります。コミセンです。質問事項のある方は上

田川運送にＦＡＸを送って下さい。 

事 務 局    活動記録簿の記入の件ですが、活動した日にち、時間を必ず記入

して下さい。半日、4 時間が 1,500 円です。1 件につき 1 時間

ずつ書いてもいいですし、トータルの時間でもいいです。必ず活

動記録簿を書いて下さい。先日、能率給の振込があったと思いま

すが、国の会計検査が入った時には必ず使われます。なお、活動

記録簿の返却はありません。国の指導により事務局にて管理しま

す。 



議   長    他にありませんか。日々の活動を必ず活動記録簿を書いて下さい。

無いようですので、本日の議題はすべて終了しました。次回の総

会は、6 月 8 日金曜日１9 時 0０分より開催します。時間が通常

とは違いますので間違わないようにして下さい。それでは平成３

０年 5 月の総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

   閉会 午後 14 時 45 分 

 

       以上、会議の顛末を記録し、その相違なきことを証するため署名する。 

       

 

署名人 

   12 番委員                 

 

             13 番委員                 

  

             議  長                  

 


